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はじめに 

 本年は、日本とインドが国交を樹立して 60 年の節目である。 

日本とインドが仏教という精神的絆で結ばれていることはよく知られているが、インド

が明治維新後の日本の急速な殖産興業、富国強兵に成功したことに憧憬のまなざしを向

け、インドの独立と将来の国造りのモデルにしようとしてきたことはあまり知られてい

ない。 

戦後独立したインドは、さっそうと国際社会に登場し、灰燼に帰したわが国に対して

は、復興に協力し、精神的に鼓舞し、国際社会への復帰を支援した。冷戦期になると、

東西対立とインドの非同盟路線により、日印関係の政治･経済関係は阻害された。もっ

とも、歴史的･精神的つながりは面々と続き、終始友好関係を維持した。冷戦終了後、

インドが経済的には市場経済化と経済開放に踏み切り、政治的にはルック･イースト政

策などによりアジアへの関与を鮮明にして以来、ようやく日印関係にも弾みがついた。 

日印関係は、1998 年のインドによる核実験のために一旦は冷却化したが、2000 年 8

月の森喜朗首相の訪印と｢グローバル･パートナーシップ｣宣言とにより息を吹き返した。

この関係は、2006 年には｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣にさらに高められ、二

国間の政治安全保障･経済･学術文化などが拡大強化されつつあるのみならず、国連や

G20 などの国際場裏においても、また東アジア首脳会議などを通じアジア太平洋地域に

おいても、重要なパートナーとなった。 

筆者は、1998 年 3 月から 2002 年 10 月まで 4年 7ヶ月の間、第 20 代目の駐インド日

本大使を務めたが、インド政府との広範な接触からのみならず、インド各地を訪れた際

の人々の反応から、インド人は日本および日本人を心から尊敬し、好意を持っているこ

とを実感した。しかし、一般の日本人は、インド人は自己主張の強い難しい相手であり、

インドは貧困など基礎的条件の遅れ、カースト差別、官憲の不正や汚職などのネガティ

ブなイメージを持ちがちである。いわば、相互認識にギャップがあり、インドの日本に

対する｢片想い｣が続いた。 

それでも、日印関係に関する日本人の評価は、最近の内閣府の世論調査によれば、｢良

好｣7.5%、｢まあ良好｣が 44.2%であり、｢あまり良好と思わない｣23.9%、｢良好だと思わ

ない｣7.9%をかなり上回ってきた。１(図 1参照)  

本稿では、筆者の回想を交えて、日印関係を回顧し将来を展望することとしたい 
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<図 1 内閣府による外交に関する世論調査 ｢日本と諸外国との関係｣より 

                                                          2011 年 12 月 5 日 公表> 



 

Ⅰ. 日印友好の系譜 

 

1. 明治近代化の成功と日印の接近 

｢日本は勝ちました。そして大国の仲間入りをしました。アジアの国日本の勝利は、

すべてのアジア諸国に計りしえない影響を与えたのです。少年の私がこれにいか に興

奮したか、以前、あなたに話したことがありますね。この興奮はアジアの老若男女すべ

てが分かち合いました。欧州の大国が負けました。アジアは欧州に勝ったのです。アジ

アのナショナリズムが東の国々に広がり、『アジア人のアジア』の叫び声が聞こえまし

た。････｣ 

ネルーが、後に書いた“Glimpses of World History”(日本語題『父が子に語る世界

史』)(子とは、後に首相になるインディラ嬢)の 1節である。(訳は、筆者) 

日露戦争(1904～05 年)における日本の勝利は、インドの人々に大きな衝撃と希望を

与えた。インドにおいては、19 世紀後半から知識人や官僚などが国民会議派(コングレ

ス)に結集し、独立運動を進めていたが、日露戦争において、アジアの日本が白人の大

帝国ロシアを破ったことは、独立運動を鼓舞したのであった。 

 他方、明治政府は欧米先進国との関係を強化したが、日本の絹のインドへの輸出とイ

ンドの綿花の輸入は、｢殖産興業｣の重点施策であった。英国の海運会社が担当していた

ボンベイ航路は、澁澤榮一の提唱で日本郵船が路線を開設した。 

 明治の指導者の中でもアジア重視派が誕生した。大隈重信や澁澤榮一は、1903 年に

日印協会を創設し、国交がない日印関係の増進に努めた。日印協会はカルカッタに日本

商館を設立し、政府の機能の一部も担った。『東洋の理想』を著した岡倉天心は、1901

～02年にカルカッタにわたってインドの詩人･思想家ラビンドラナート･タゴール(後に、

アジア人で初めてノーベル文学賞受賞)に会って感化を受けた。タゴールも日本を重視

し、1916 年以降 5 度にわたって来日し、岡倉天心、横山大観、河口慧海、日印協会の

幹部などとの交流を行った。 

 

2. インド独立への日本の支援 

明治の近代化の成功は、伝統文化を損なわずに近代化を遂げた点で、アジアをはじめ

とする独立志向の人々の注目を浴びた。これに大正デモクラシーが加わり、日本は、独

立(フィリピン、インド等)や新たな国体(中国)を求めるアジアの指導者たちの希望の星

となり、日本にやってきた。中国の孫文、フィリピンのリサール、ベンガル人のラース･

ビハリ･ボースなどであった。 

ビハリ･ボースは、チャールズ･ハーディング総督暗殺未遂事件やラホール蜂起の首謀

者として英国植民地政府に追われ、1914 年に日本に亡命した。日英同盟を気にした大

日本帝国政府はボースを送り返そうとしたが、頭山満、犬養毅、内山良平等が反対し、

新宿中村屋の相馬愛蔵が匿った。1915 年、帝国政府は頭山らの働きかけもあって国外

退去命令を撤回した。ボースは、相馬家の娘敏子と結婚し、1923 年には日本に帰化し



 

た。 

太平洋戦争がはじまり、1942 年には日本軍はマレー次いでシンガポールの英軍を降

伏させた。捕虜となった英軍傘下のインド人将兵の一部はモハン･シン大尉のもとに結

集し、日本の支援も得てインド国民軍(INA)を結成した。この間、ビハリ･ボースは日本

においてインド独立連盟を立ち上げていたが、INA はこれに所属することとなった。 

インドでは、11 歳年下のもう一人の独立の志士スバス･チャンドラ･ボースが頭角を

現していた。しかし、武闘路線をとったため、非暴力主義のガンジーなどと対立し、英

国軍にも追われた。1941 年、ナチス･ドイツの支援をあてにカルカッタの隠れ家からか

ろうじて逃れ、ドイツに渡った。チャンドラ･ボースは、英語放送などにより英国と戦

うドイツを支援したが、ヒトラーはインドの独立には冷たかった。日本が英国との戦端

を開いたとの報を受けたボースは、日本を頼ることとした。チャンドラ･ボースはドイ

ツ占領下のフランス･ブレスト港でドイツの潜水艦 U ボート 180 に乗り、南アフリカの

ダーバン沖で日本からやってきたイ号潜水艦 29 に乗り移り、シンガポールに達した。 

 帝国政府は、病弱のビハリ･ボースの後任としてチャンドラ･ボースを日本に招くこと

とした。1943 年、招かれたチャンドラ･ボースはインド独立連盟総裁と INA 最高司令官

に就任し、10 月にはシンガポールにおいて自由インド仮政府首班に就任した。同年 11

月、チャンドラ･ボースは東條英樹首相が開催した大東亜会議にオブザーバーとして招

かれた。｢二人のボース｣が日本の支援を得てインド独立運動を継続することになったの

である。 

帝国政府が対国民党政府との戦争を有利に進めるために、東北インドから雲南省に至

る援蒋ルートを断つことを決め、現在の東北インドのインパールやコヒマを目指したイ

ンパール作戦を計画すると、INA は、1944 年、本拠をビルマのラングーンに移し、共同

作戦をとることとした。インパールやコヒマにはようやく進駐できたが、悪天候と険し

いアラカン山脈に悩まされ、貧弱な兵站もあってビルマに敗退を余儀なくされた。 

日本が敗戦を迎え日本を頼ることができなくなったチャンドラ･ボースは、冷戦で英

米と対立することが予想されたソ連を頼ろうとした。しかし、ソ連に向かう途中の台北

空港で、搭乗していた 97 重爆撃機が離陸に失敗し、炎上した。チャンドラ･ボースの法

要は台北市内の西本願寺で営まれ、遺骨は杉並区にある蓮光寺の望月住職が安置した。

現在でも、毎年 8月の命日には、蓮光寺において法要が行われている。 

 しかし、当初からチャンドラ･ボースが台北空港で本当に死んだのかについてインド

人の間では疑義を呈する向きが少なくなかった。インド政府は、1956 年、70 年、2006

年と 3度の調査を行い、前の二つの調査では死亡を断言したが、最後のインド人民党政

権による調査は結論をあいまいにした。チャンドラ･ボースは、生きていれば本年で 114

歳であるが、台北では死んでおらずソ連に渡ったとか、ソ連の後にインドにこっそり戻

ったなどと考えるインド人が依然存在する。 

 他方、ビハリ･ボースは、1945 年 1 月に、日本で亡くなった。 

 戦後、英国は、インドにおいて INA の幹部を裁こうとした。しかし、英国の衰退によ



 

り独立を鼓舞されたインド人たちは、これに抵抗した。結局、英国はインド支配を断念

し、1947 年 8 月、英領インドはインドとパキスタンに分離して独立した。 

 

3. 独立インドの親日政策 

 独立後のインドは敗戦国日本に対し、極めて好意的に対応した。 

(1)極東軍事裁判におけるパール判事の少数意見 

極東軍事裁判(1946年 4月～1948年 11月)において、インド出身のラド･ヴィノード･

パール判事は、ただ一人少数意見を述べて、この裁判そのものが国際法上無効であり、

被告全員は無罪と主張した。パール判事は国際法の法理に基づいて意見を表明したが、

著者は、パール判事の少数意見の根底にはインド人特有の欧米諸国(その多くは植民地

を搾取した国であった)への反発と、詩人タゴールや二人のボース以来のベンガル人の

日本に対する同情の念があったのではないかと推測している。 

(2)ネルー首相の親日政策 

  初代ネルー首相は、敗戦国日本に対し好意的であった。 

  1951 年、サンフランシスコに日本との講和会議が招集されると、インドは参加を断

った。ネルー首相はインド国会で演説し、戦勝国が多数結託して敗戦国日本を裁く場

になることを批判し、出席しないこととした。その筋を通し、ネルー首相は、翌 52 年

4 月、日本と単独の平和条約を締結した。賠償も放棄した(平和条約第 6 条)。インド

にあった日本の財産、日本にあったインドの財産は、相互に返還された(同第 4条、第

5 条)。この条約は、同年 6月に発効した。 

  インド政府は、ニューデリーの南部チャナキャプリ(古代モーリア王朝の政治家･思

想家チャナキアから命名)地区に諸国の大使館を集めた外交団地を造成したが、中心部

の一画を日本政府に供与した。現在この土地には、大使舘事務所と大使公邸があるが

(下記写真)、同じ並びには北からインドにとって重要な英国、オーストラリア、パキ

スタン、日本、ドイツなど、広い道路を隔てた反対側には中国、米国、フランス、カ

ナダなどの重要国の大使館がある。4 年 8 ヶ月間、この広大な敷地に住んで働いた筆

者は、ネルー政府の日本に対する好意のあらわれを実感した。 

わが国の戦後の復旧･復興最も重要な

のは、鉄鋼業であった。そのための鉄鉱

石について、ネルー政府は日本に対し優

先的に供与することを決定した。返礼と

して、わが国は、政府開発援助(ODA)の第

1 号借款をインドに供与した。 

 

 

 

<日本大使公邸  筆者撮影> 



 

4. 冷戦期の疎遠な日印関係 

冷戦は、日印関係にも影響した。インドは、公式には非同盟路線をとり、第 3世界の

リーダーとして振る舞った。しかし、1962 年に中国がヒマラヤ越えにインドに侵入し

て以来、ソ連に接近した。ソ連も、中国との関係が悪化していたので、中国の南を扼す

るインドとの戦略的関係を重視したのであった。この結果、西側陣営に属し市場経済を

とる日本と、ソ連圏に寄り国家主導型経済をとるインドは、陣営を異にしたのであった。 

冷戦終結までの間、首脳レベルでは、インドからは、1958 年にプラサド大統領が訪

日したほか、首相ではネルー首相 1 回、インディラ･ガンジー首相 2回、ラジブ･ガンジ

ー首相 2 回の訪日があった。日本からは、明仁皇太子･同妃殿下(現天皇御夫妻)が 1960

年に訪印したが、天皇陛下の訪問は今に至るもない。首相についても、岸首相 1 回、池

田首相 1 回、中曽根首相 2 回(1 回はインディラ･ガンジー首相の国葬出席)を数えるに

すぎなかった。国交開始後 38 年間の首脳訪問としては、双方向ともさびしいものであ

った。 

 この間、経済関係も細々としたものであり、唯一注目されたのは、1982 年に鈴木自

動車がインドに進出し、合弁を立ち上げたことぐらいであった。 

 それでも、1989 年 2月の昭和天皇の大喪の儀、及び翌年 10月の平成天皇即位式には、

ヴェンカタラーマン大統領が出席した。なお、特筆すべきは、昭和天皇の崩御に悲しん

だインドは、3 日間、国喪を宣言したことである。国際社会で、昭和天皇のために国が

喪に服したのは、他にはブータンぐらいのものである。 

 

(閑話休題)インドからの象の親善使節 

戦時中、日本の動物園から猛獣が消えた。爆撃によって猛獣が外に出ることを恐れ、

泣く泣く毒殺したのであった。 

戦後、上野動物園に関わる台東区や東京都、国会議員などが、上野界隈の子供たちの

何とかして上野動物園で象が見たいとの願望を満たそうと動いた。1949 年 6 月、子供

たちはネルー首相宛の手紙と 1,500 枚の図画をインド人貿易商に託した。心を打たれた

ネルー首相は、南インドの旧マイソール藩王国の 15 歳の雌象を選び、自らの娘の名を

とってインディラと名付けた。インディラ嬢は、後にインディラ･ガンジーとしてネル

ー首相の後を継いでインド首相になった。象のインディラは、同年 10 月 1 日、5 万人

が待ち望む上野動物園でお披露目された。駐日インド代表部(注: 国交樹立前なのでま

だ大使館はなかった)のムルハルカー首席代理は、ネルー首相から子供たちへのメッセ

ージを読み上げ、出席した吉田茂首相に贈呈状を手渡した。 

 象のインディラは、1983 年に生涯を閉じた。享年 49 歳。その報に接したインディラ･

ガンジー首相は、1984 年、ダヤーとアーシャ(ヒンズー語でそれぞれ｢慈悲｣と｢希望｣の

意)と名付けた小象 2 頭をメッセージとともに上野に送った。 

 筆者がインド駐在のある時、親しくしていたジョージ･フェルナンデス国防大臣の事

実上の妻であった政治家ジャヤ･ジャイットリー女史は、｢実は自分は、象のインディラ



 

を上野に贈った首席代理の娘であり、贈呈式に立ち会ったのだ。｣と打ち明けた。この

話を親日家のフェルナンデス大臣にしたところ、大臣はいたく感激し、自分も小象を送

りたいと申し出た。筆者は日本の外務省につないで、上野動物園に届けることが決まっ

た。フェルナンデス大臣は、名前をどうしようと相談を持ちかけてきたが、筆者は、大

臣自身で名づけるべきだと応えた。大臣は、数日後、｢スーリア｣に決めたと報告してき

た。スーリアは、ヒンズー教の太陽神である。大臣は、｢日出る国･日本｣を念頭に考え

たのであったが、筆者も日本への使者の名前としてはこれに勝るものはないと考え、同

意した。大臣は、地元ビハール州で 1頭の小象を探しだし、列車でデリーに送ったが、

途中で死んでしまった。大臣は 2頭目の小象を探し、無事に上野動物園に届けたのであ

った。現在、上野動物園には、ダヤー、アーシャ、スーリアの 3 頭のインドからの使者

がいる。筆者にとっては、スーリアは現在アルツハイマーで闘病中のフェルナンデス氏

の分身のように思える。 

 2010 年 3 月、日印協会は、風雪のためにさびが進み読みづらくなったネルーおよび

ガンジー両首相のメッセージを刻んだ銅板の横に、これを読みやすく写したパネル、イ

ンディラ以来スーリアに至るインドからの象たちの歴史を記したパネルを添え、上野動

物園の象舎の前に大きなガラスケースに入れて贈った。 

 

Ⅱ. インドの再出発と日印関係のパラダイム･シフト 

 

1. 経済改革路線に舵を変えたインド 

 1990 年から、インドは外貨危機に陥った。1990 年 8 月のイラクによるクエイト侵略

を排除するため、翌年 1 月から多国籍軍によるイラク攻撃が始まり、第 1 次湾岸戦争と

なった。戦争は短期間で終わったが、インドから中東への出稼ぎ労働者が大量に帰国し、

外貨送金が減少したのみならず、石油価格が暴騰した。 

 1991 年 6 月に就任したナラシムハ･ラオ首相はマンモハン･シン財務大臣とともに、

インドを新たな国にする決意で経済改革に踏み切った。経済緩和、貿易の自由化、一部

国営企業の民営化など、国家主導型の経済から市場型経済への大転換であった。同時に、

外交面においても、欧米諸国特に米国との関係促進と、ルック･イースト(東方政策)の

旗印でアジア諸国との関係促進に踏み切った。 

 外貨危機打破のために、マンモハン･シン財務大臣は日本を訪れ、橋本龍太郎大蔵大

臣に談判して協力を取り付けた。国際通貨基金(IMF)も支援に乗り出した。 

マンモハン･シン財務大臣は後に首相となるが、この時の日本の恩については今でも

忘れず、事あるごとに、この外貨危機における援助への感謝の意を口にする。 

こうして漸くわが国においても、新しいインドを見直す動きが出てきた。 

筆者が内閣外政審議室長(1996 年～98 年、現在の内閣官房副長官補)であったある時、

橋本首相は、林貞行外務次官と話したうえで、筆者にインドの重要性を説き、駐インド

大使となることを勧めた。自分も必ず訪印するとも約束した。1998 年 3 月初め、筆者



 

は第 20 代日本大使として着任した。 

 

2. 核実験と日印関係 

インドにおいては、同年 2月に総選挙が行われ、インド人民党が勝利して連立政権(国

家民主連合、NDA)が成立した。 

インド人民党は綱領の中で政権をとったら核実験をやると言っていたが、5月 11日、

3 発の核爆弾を地下で実験したとの発表は、インド人にとっても諸外国にとっても青天

の霹靂であった。わが国を含む国際社会の抗議にもかかわらず、インドは、13 日、さ

らに 2発の核爆弾を実験した。わが国は、抗議の意思を実際の措置で裏付けるために新

規の ODA(無償援助と円借款)を停止したが、欧米諸国も同様の対応を行い、インドは孤

立感を深めることになった。 

5 月 28 日、パキスタンが 5 発の地下核実験を行ったとのニュースが世界を駆け巡っ

た。回数は、インドの 5 回の実験に対抗する意味があったと思われる。日本政府は、パ

キスタンに対し、イスラマバードと東京において抗議するとともに、新規 ODA を同じよ

うに停止した。 

パキスタンがインドの核実験からたった 2 週間で核実験を行ったことは、インドにと

っても驚きであったであろう。インドもパキスタンも、長年にわたって核兵器の保有を

秘密にしてきたが、何時でも実験できるような体制をとっていたことが判明したのであ

った。インドは、その核実験を中国の増大する核の脅威で正当化したが、パキスタンは、

インドの核爆弾保有を理由に正当化した。それまでは通常兵力ではパキスタンに対し圧

倒的に優位にあったインドは、もはや核については対等となり、相互に核抑止力が働く

状況となったのである。 

 

(閑話休題)インド核実験をめぐる日本外交の動き 

5 月 11 日、核実験の報に接した筆者は、本国からの訓令はまだ接到していなかった

が、自分の判断で外務省に駆け付けた。K.ラグナート筆頭外務次官に会い、口頭で抗議

をするとともに、いずれ ODA の停止措置が取られることを予告した。筆者が 1990 年代

半ばに外務省経済協力局長の職にあった際、中国の核実験に対し日本政府が ODA のうち

無償援助を停止したことを想起したからである。良心的かつ紳士的なラグナート次官

は、｢日本が唯一の被爆国であることをよく理解しており日本の抗議は理解できる。然

しインドは安全保障のためにやむを得ず核実験に踏み切ったのだ。｣と、苦渋の表情を

浮かべた。 

その後日本の外務省から、インド政府への正式の抗議と無償援助の停止予告を伝える

べしとの訓令が接到した。12 日、あらためてラグナート次官のみならず、ヴァジパイ

首相の右腕として辣腕をふるっていたブラジェシュ･ミシュラ筆頭首相補佐官と面会

し、訓令を執行し、首相に伝えるように要請した。ミシュラ首相補佐官は、中国の核の

脅威があることを挙げ、インドは特使を日本に派遣し事情説明を行う用意があると応じ



 

た。ヴァジパイ首相は、橋本首相に親書を発出した。東京では、小渕恵三外務大臣がシ

ン在京インド大使を招致して抗議した。 

5 月 13 日、村岡兼三官房長官は、インドに対する新規無償援助の停止を発表した。

筆者は、ミシュラ首相補佐官、ラグナート外務次官、モンテック･シン･アルワリア財務

次官(現国家計画副委員長)のもとに駆け付け、この｢経済措置｣(実際は経済制裁)を通告

した。 

しかし、同日、インドは、さらに 2 発の核実験を行った。筆者は、再度ラグナート次

官と通じインド政府に対し抗議をする共に、無償援助よりはるかに金額の大きい円借款

の停止の可能性があると予告し、これ以上の実験を行わないよう強く申し入れた。東京

でも、小渕外相がシン大使に対し再度の抗議を行った。 

翌 14 日、予想通り、日本政府はインドに対する新規の円借款の停止を決定した(正式

に約束済みのものは除かれた)ので、筆者はラグナート外務次官とアルワリア財務次官

に通告した。その際日本政府は、｢経済措置｣という言い方をし、｢経済制裁｣の語は避け

た。 

その直後、国連安全保障理事会は、議長声明を発してこれ以上の核実験を行わないよ

うにインドに要求した。 

日本政府は、筆者を｢協議のために一時帰国｣させることにした。大使を本国に一時返

すことは、外交上、一国が他国に対し不快感や抗議の意を表する一つの方法として確立

した慣行である。私の一時帰国も、日本政府のインドに対する抗議の意思表示であった

が、｢召還｣ではなくそれより穏やかな｢協議のための帰国｣とした。筆者は、5 月 15 日

一時帰国し、橋本首相や小渕外相に会って報告するとともに、今後の対応について指示

を仰いだ。 

5月16日には、G8首脳がバーミンガム･サミットにおいてインド非難の声明を発した。 

筆者は、5月 20 日にはニューデリーに帰任した。橋本首相は、｢協議が終わったので、

早く帰任して、情報収集･分析や緊張した日印関係の対応に当たってほしい｣と筆者に指

示を与えたのであった。 

 

3. 森 喜朗首相の訪印と｢21 世紀のグローバル･パートナーシップ｣の樹立 

(1)森首相訪印による日印関係修復と｢グローバル･パートナーシップ｣の打ち上げ 

(イ)核実験後、インドは、各国との関係修復に乗り出した。特に米国の動きは早く、

ストローブ･タルボット米国国務副長官とジャスワント･シン印外務大臣との戦略

対話２を開始した。世界戦略上、特に台頭する中国を念頭に、米印関係を強化する

方向に動いたのである。米印戦略対話は、2000 年 3 月のクリントン大統領の訪印

に結実した。クリントン大統領は、インドには 4日間滞在したのに対し、パキスタ

ンにはたった 7時間の訪問であったため、インド重視を内外に鮮明にしたものと受

け止められた。インド国会で演説した大統領は、上下両院議員達から大歓迎を受け



 

た。筆者は議場内の外交団席に招かれて見ていたが、下院の本会議場は熱狂的な歓

迎ムードであり、退場するクリントン大統領と握手しようとした議員たちが、本会

議場の机の上を走って押し寄せたのは壮観であった。 

(ロ)これを見た筆者は、わが国も早急にインドとの関係を修復する必要性を痛感し、

小渕恵三首相の早期訪問を具申した。小渕首相は、これに同意した。 

 橋本首相は、普天間基地の移転を米国政府と合意するとともに沖縄への配慮を優先さ

せたが、小渕首相も、橋本首相の遺志を継ぎ沖縄を重視した。その一環として G8 サミ

ットを沖縄に誘致することにした。小渕首相は、アジアで久々に開催される G8 サミッ

トであったため、アジアの主要国の首脳を招待することとした。中国の江沢民国家主席、

韓国の金大中大統領、インドネシアのワヒド大統領、それにインドのヴァジパイ首相の

4 人であった。ワヒド大統領とヴァジパイ首相は喜んで受けた。しかし、反日傾向のあ

った江沢民国家主席は出席を断り、金大中大統領も煮え切らなかったので、このアイデ

アは流れてしまった。 

 小渕首相は、沖縄サミットをホストすることなく急逝した。筆者は後任の森喜朗首相

にも、早速に早期訪印の必要性を伝えた。森首相は、沖縄サミットを無事主催した後、

インド訪問に取り掛かった。当時、南インドのバンガロールはインドのシリコンバレー

とも言われ、IT で知られていた。日本国内および世界の IT 格差をなくすことを優先課

題としていた森首相は、バンガロールに興味を持った。結局、2000 年 8 月に訪印が実

現した。 

森首相は、バンガロールではカルナタカ州政府のクリシュナ州首相(現外務大臣)のみ

ならず同州経済界や市民から大歓迎を受けた。ニューデリーに移動し、ヴァジパイ首相

との首脳会談では、兼ねて双方の事務当局が周到に準備していた｢日印グローバル･パー

トナーシップ宣言｣が発出された。これは、日印関係を、単に両国の利益増進のみなら

ず、協力して世界の諸問題に貢献しようとする、いわば日印関係の次元を高めようとす

るものあった。 

翌 2001 年 12 月、ヴァジパイ首相は答礼で訪日した。筆者も、接遇役として一時帰国

した。すでに小泉純一郎政権に移っていたが、日印グローバル･パートナーシップは再

確認された。 

 

4. ｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣への昇格 

小泉首相もインドを重視した。2005 年 4 月、訪印した小泉首相とマンモハン･シン首

相との間で、｢アジア新時代における日印パートナーシップ: 日印グローバル･パートナ

ーシップの戦略的方向性｣３と題する合意が行われ、下記の 8項目にわたる広範な取り組

み事項が決められた。 

①ハイレベル交流のモメンタムの強化、ハイレベル戦略対話の発足及び現行の対話

の枠組みの完全な活用を含む対話の枠組みの強化と高度化 



 

②物及びサービスの貿易、投資、他の分野における経済的な協力の拡大、並びに 

日印経済連携協定の可能性の追求を通じた、包括的な経済的関与の強化 

③安全保障対話･協力の強化 

④科学技術イニシャティブ 

⑤お互いの存在感と位置づけを高めるための文化･学術面での構想及び人と人の 

交流強化 

⑥アジア新時代の幕を開けるための協力 

⑦国連改革、就中、安保理改革の早期実現のための協力を含め、国連及び他の 

国際組織における協力 

⑧地球規模の挑戦と機会に対応する上での協力 

小泉首相は、東アジアの地域協力機構として定着してきた ASEAN プラス･スリー(APT; 

ASEAN 10 カ国と日中韓)の枠組みに加え、これら 13 カ国にインド、オーストラリア、ニ

ュージーランドの 3 カ国を入れた東アジア首脳会議の創設を提唱した。これには、これ

ら民主主義 3 カ国を入れることにより、ますます膨張する中国の影響力を薄める意図が

隠されていた。東アジア首脳会議は、2005 年 12 月、クワラランプールにおいて産声を

上げた。この会議は、本年 2011 年 11 月から米国とロシアも参加し、18 カ国の首脳会

議となった。 

2006 年 12 月、訪日したシン首相と安倍晋三首相との間で、上記合意をさらに具体的

に実行するための｢日印戦略的グローバル･パートナーシップに向けての宣言｣４が採択

された。これ以降、象徴的な行動として、毎年交互に首相は相手国を訪問することが決

定された。日印両国の首相は、国連総会、東アジア首脳会議、G20 等の場で会うことが

多いが、毎年相手国を訪問するとの約束は珍しいものである。日本にとってこのような

約束をした国はなく、また、インドにとってはロシアに次いで 2 番目であることから、

日印関係への意気込みがわかろうというものである。 

2007 年 8 月、インドを訪問した安倍首相は、インド国会での演説という特別の名誉

を与えられ、｢二つの海の交わり｣５と題する名演説を行った。 

 

Ⅲ. 緊密化の度を加える日印の現状と将来展望 

 

1. 進展する日印関係 

 日印関係は、下記のように各方面で深化拡大している。しかし、図 2 に見るように、

日本の対中関係と対印関係を比べると、後者は大きく遅れていることがわかる。 

(1)政治安全保障面の協力 

 毎年相互の首相の訪問のほか、政治･安全保障分野では、外務大臣、外務次官以下の

各レベルでの定期協議、2 プラス 2(双方の外務･防衛省幹部を同時に集めた 4 者協議)、

防衛当局(日本側防衛庁、インド側国防省)間の首脳交流と海上自衛隊とインド海軍との



 

親善合同訓練、米国やオーストラリアを含めた合同訓練、海賊対策や海難救助などのた

めの日本側海上保安庁とインド側沿岸警備隊(海軍に所属)との相互訪問や合同訓練が、

あるいは定期的にあるいはアドホックに行われている。 

 

(2)経済面の協力 

経済分野では、各省庁合同での経済戦略会議のほか、貿易投資、エネルギー、ITC、

経済協力、通貨、科学技術、民間航空、都市開発など、多岐にわたる各省庁間の協議が

進行している。 

民間レベルにおいては、日本商工会議所内の日印経済委員会とインド商工会議所連盟

(FICCI)、日本経団連とインド工業連盟(CII)間の交流のほか、留学生などの青年交流、

大学間協力、日本語学習支援、観光振興など各種のイニシャティブがとられている。 

 インドは、2007 年以降、わが国の ODA の最大の受け取り国となり、デリー･メトロを

はじめとする都市交通などの鉄道、電力、上下水道などのインフラ整備、植林などの環

境案件、病院や衛生環境の改善、貧困対策など多くの分野で成果を上げてきた。 

 2011 年 8 月には、懸案であった包括的経済連携協定(CEPA)６も発効し、総合的に日印

関係を促進するベースができた。 

インドは、増大する貨物需要と旅客数に対応するために、従来の旅客･貨物両用の鉄

道のうち、特に貨物需要が急速に増大しているデリー･ムンバイ間(西回廊)次いでデリ

ー･コルカタ間(東回廊)に貨物専用の新線を建設する計画である。いわゆる Dedicated 

日印間及び日中国間の人的交流／経済的交流の比較

日・インド間 日・中国間 割合

日本人訪問者数（2009年） 124,219人 3,317,500人 1:27

訪日外客数（2010年） 66,900人 1,413,100人 1:21

在日留学生数 （2010年5月1日現在） 546人 86,173人 1:158

在留邦人数 （2009年） 4,018人 127,282人 1:32

日本語学習者数（2009年） 約1.8万人 約82.7万人 1:46

姉妹都市、友好都市（2010年） 5組 337組 1:67

直行航空便数（2010年夏季、旅客） 17便/週 556便/週 1:32

貿易総額 （2010年） 1.7兆円 26.5兆円 1:16

日本からの直接投資額 （2010年） 2,411億円 6,284億円 1:3

全て暦年(1月～12月）。
出典：（日本人訪問者数・訪日外客数）日本政府観光局、（在日留学生数）日本学生支援機構、（在留邦人数）日本外務省、
（日本語学習者数）国際交流基金、（姉妹都市・友好都市）自治体国際化協会、（直行航空便数）日本国土交通省、
（貿易・投資額）日本財務省貿易統計より作成。

在インド日本大使館作成

<図2 日印間及び日中間の人的交流/経済的交流の比較  在インド日本大使館作成資料> 



 

Freight Corridor(DFC)である。この貨物新線に沿って 6 州があるが、各州が 4 つずつ

計 24 の産業クラスターを建設し、デリーとムンバイを結ぶ産業大動脈を建設するとい

う構想(Delhi Mumbai Industrial Corridor; DMIC)も軌道に乗りつつある。インドは、

DMIC 公社を設立し、わが国の国際協力機構(JICA)の調査に従って国際協力銀行(JBIC)

はすでに融資を開始した。さらに、この産業大動脈には 4 つのスマート･コミュニティ

ーを建設する構想があり、それぞれ 3～4 の代表的日本企業グループが建設を担当する

ことになっている。 

 

さらに、日本からの投資も活発になり、進出企業数は、2011 年 10 月には 812 社に達

した。特に、デリー近郊のグルガオンやマネサールから南西にラジャスタン州北部、グ

ジャラート州東南部を経てムンバイに向かい、ムンバイからプネを経て、南インドのベ

ンガルール(旧バンガロール)、ハイデラバード、さらに東に転じてチャンナイ(旧マド

ラス)に達する大きな弧は、日本企業ほか外国からの投資が増大している地域である。

もっとも、鉄鋼業や化学工業などは、コルカタ近郊などその他の地方にも拡散している。 

  

2. 当面の重要懸案 

 日印両政府間の当面の重要交渉懸案として次のようなものがある。 

(1)民生用原子力協力協定 

 日本からインドに対し民生分野での原子力協力を行うための民生用原子力協力協定

は、昨年以降 3 回にわたり交渉が行われたが、3.11 の福島第一原発事故の影響を受け

て中断した。 
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日本国内の原発の新設や点検中の原発の再稼働については、日本政府は慎重姿勢に転

じたが、外国への輸出については、いくつもの友好国から強い要請があることもあり、

政府も前向きに転じた。ただ、核不拡散条約(NPT)を締結していないインドに対しては、

依然として国内世論の中に根強い反対がある。国際的には、国際原子力機関(IAEA)にお

いても、45 カ国からなる原子力供給国グループ(NSG)においても、対インド原子力協力

については合意が成立している。すでに、米、英、仏、露など主要国は、インドと民生

用原子力協力協定を締結している。 

 中国同様、化石燃料資源にあまり恵まれていないインドとしては、現在 12 億 1 千万

人さらにはそれ以上に増大する人口を養うためにはそれなりの経済成長が必要であり、

そのためには原子力発電に大きく依存せざるを得ない。地球温暖化ガスの排出を抑える

ためにも、石炭や化石燃料の使用を可能な限り抑制していく必要がある。インドは、現

在 22 基の原発を稼働させており、大半は国産であるが、最新の技術を備えた原発を欲

している。主要国はそのようなインドの事情を理解しているので、日本もその列に加わ

るべきであろう。 

 もっとも、インドが米印原子力協力協定を批准する際に、左派による反対を抑えるた

めに導入した原子力賠償法が障害になる可能性がある。この法律は、原発事故が生じた

際に、運営事業体(電力会社)のみならず設備や機材の製造業者に対しても賠償を請求で

きるとするものである。かつて中部インドのボパールにおいて米国のユニオンカーバイ

ト社の工場の異常化学反応によるガス漏れ事故があったが、十分な賠償を行わなかった
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ことがあり、原発事故が起こった場合の外国企業の責任を問うべしとの論拠になったの

であった。運営事業体(電力会社)のみが賠償請求の対象になるというわが国を含めた国

際的慣行と異なるものであり、諸外国の原発製造企業にとっては難しい制約である。イ

ンドが最新の技術や設備資材を導入できるかどうかは、この点についてどこまで柔軟に

対応するかに大きくかかっている。 

(2)社会保障協定 

 この協定は、相手国に駐在してそこで収入を得ている自国民(ビジネスマンや新聞記

者など)が、自国と相手国の双方に対し二重に社会保険料を支払っている状況を改善す

るためのものである。現状では、日本人は、日本国およびインドの双方において医療、

失業、労災、年金などのための社会保険料を払っている。実際には、相手国への支払分

は雇用している親元の企業や新聞社が負担することが多い。その上、駐在員は、通常、

インドから年金を受け取るだけの滞在期間を満たさないうちに帰国するので、掛捨てに

なる。事情は、日本に滞在するインド人についても同様である。12 月 12 日現在、日本

政府は、同種協定をすでに 15 カ国と発効済みないし署名済みであり、8 カ国と交渉中

ないし予備協議中である。包括的経済連携協定も発効し、経済関係が急速に延びること

が予想されるので、駐在員の社会保険料の二重払いの回避のため、インドとの締結交渉

は急がれるのである。 

 

3. 日印両国による国際貢献 

 日印両国は国際場裏においてもアジア地域においても大国であり、指導国である。お

互いの利益を増進することだけで満足してはならない責任がある。 

日本とインドの間には、中国や朝鮮半島との関係に見られるような歴史上の負の遺産

はなく、前述したように、あるのはプラスの遺産である。現在では、戦略的な利益を共

有し、民主主義国として基本的価値観も共有する。諸国から評価されている平和国家で

あり、国際貢献のための力がある。 

(1)｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣の具体化 

アジアの大国として平和と繁栄を願う両国は、急速に拡大し、ますますアグレッシブ

になる中国への懸念を共有する。 

中国による 1962 年のインド侵攻以来、ヒマラヤ国境の画定はなされていない。イン

ドが主張するカシミールの一部アクサイチン地方は、中国が占拠している。累次の交渉

も進まない。加えて、中国は、インドの宿敵とも言えるパキスタンをあらゆる形で援助

している。ここ数年は、新疆省からパキスタン経由でアラビア海に進出するための国家

戦略を遂行している。カラチ西のグワハルに港湾も建設した。ミャンマー、バングラデ

シュ、スリランカに対しても進出を計り、港湾建設のための協力を行っている。マラッ

カ海峡を避けて直接インド洋に出るためである。これらの 4カ国の港を結ぶと、首のよ

うな形をしたインドの首飾りのようになるので、｢真珠の首飾り戦略｣と称される。中国



 

のこのような形でのインド洋進出は、インドにとっては懸念材料である。 

 わが国にとっても、尖閣諸島を自国領土と主張し、沖縄周辺の海域で活動を広め、さ

らには中国のいう｢第一次列島線｣から西太平洋に設定した｢第 2 次列島線｣へと活動範

囲を広げつつある中国の外洋艦隊は、脅威感を増大させつつある。さらに中国は南シナ

海でもアセアン諸国と対立を深めており、シーレーンの自由な通行を必要とするわが国

にとって懸念材料である。 

 このようにして、東シナ海から南シナ海を経由し、インド洋からスエズおよびペルシ

ャ湾におよぶ長大なシーレーンの保護は、日印両国にとって、死活的に重要なのである。 

(2)インドによるアジア太平洋への関与の拡大 

インドにとっても、東アジアとの関係はますます重要になった。隣国ミャンマーは国

際的に孤立していた間に、中国の影響力が圧倒的に浸透した。これに脅威感をいだいた

インドは、ミャンマーとの経済協力強化などを試みてきた。本年に入りミャンマーが民

主化への回帰傾向を強めるようになった機をとらえ、インドは対ミャンマー関係の強化

に乗り出した。また、南沙諸島を巡って中国と緊張するベトナムに対し、最近インドは、

ベトナム沖の海底油田の共同開発にも合意した。 

本年 11 月、インドネシアのバリ島で開催された東アジア首脳会議(EAS)には、インド

と親密な関係にある米国とロシアが新規加入した。この会議においては、｢互恵関係に

向けた原則に関する EAS 首脳会議宣言｣７が採択され、海洋における国際法の順守と紛争

の平和的解決の必要性が謳われた。中国を牽制するものと解釈してもよいであろう。 

また、バリ会議の直前にハワイで開催されたアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議に

おいて日本が TPP(環太平洋経済連携協定)への参加意欲を示したことを契機に、東アジ

ア首脳会議においては、アセアン･プラス･スリー(APT; アセアン 10 カ国と日中韓の協

力の枠組み)による自由貿易協定のみならず、アセアン･プラス･シックス(APT13 カ国に

豪、ニュージーランド、印を加えた 16 カ国の枠組み)による自由貿易協定の検討も行わ

れる機運が生じた。 

以上のように、インドのアジア太平洋との関係は、政治安全保障面においても経済面

においても画期的に強化されることとなったが、これは、1990 年代初頭からの｢ルック･

イースト政策｣の成功を意味するものであろう。 

(3)国際社会への日印両国の貢献 

 両国は、｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣の精神に基づき、国際問題や地球規

模問題でも協力を強化している。 

両国は、2004 年以降、ドイツおよびブラジルとともに G4 グループを作って、国連、

特に安保理の改革のために共闘してきた。当初 51 カ国から出発した国連は現在 193 カ

国となったが、安全保障理事会は、長い間 15 カ国にとどまっており、国際社会を正当

に代表しているとは言えない。5つの常任理事国も元のままである。その後に大国とな

った G4 は勿論、国連内で 53 カ国という大票田であるアフリカも常任理事国がいない。



 

他方、英国やフランスは相対的な力が衰え、また外交政策が EU に移行しつつあるにも

かかわらず、依然常任理事国である。要するに、国連は旧弊を改革できず、代表性も正

当性も失っている。国連が信頼感を欠き、機能しにくい大きな原因となっている所以で

ある。G4 の安保理改革の戦いは依然困難が多いが、諦めることなく続ける必要がある。

ことは、G4 のみならず国際社会の大義に関わるからである。 

 国連の専門機関である国際通貨基金(IMF)の投票権などについても、インドをはじめ

有力新興国は不満を持っている。これらの機関で第 2 位の地位を占める日本と穏健な途

上国代表であるインドは、協力していく必要がある。 

地球温暖化対策、世界的な伝染病対策(特にマラリア、エイズ、結核の三大伝染病)、

国際テロへの対処、大量破壊兵器の不拡散などの地球的規模の課題においても、日印協

力の前途は広いものがある。これらの問題は、日本やインドが深く関与しなければ十分

な進展は期待できない問題であり、逆に、連携して当たれば相当な進展が見込まれるの

である。 

さらに、日印が協力して、より発展の遅れた途上国への援助を推進することが期待さ

れる。援助の世界で言う｢三角協力｣である。例えば、アフリカ諸国に対し、高い技術力

と資金を持つ日本と資材や人件費で競争力のあるインドが連携して、道路整備事業に乗

り出す計画がある８。これは、アフリカの成長のために必要なインフラづくりに貢献す

るのみならず、資源を求めてアフリカに進出し、あちこちで摩擦を起こしている中国に

対抗する狙いもあろう。国連での大票田(53 カ国)であるアフリカ大陸との関係は、今

後どの国にとっても戦略的な重要性を増すのであるが、アフリカ開発会議(TICAD)９によ

りアフリカへの援助などを強化してきた日本と歴史的に東アフリカや南アフリカと関

係が深いインドが組むことは、アフリカとの関係強化のために強力なパートナーシップ

となる。まさに｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣を発揮する具体的な課題である。 

 

(2011 年 12 月 12 日) 

 

［現代インド ･フォーラム第12号2012年冬季号より転載］ 
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